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（３）申請内容編集手順 
 

➀「申請詳細」画面の表示 

 

➊「申請一覧」画面の検索結果で該当する申請情報の「詳細」ボタンをクリックしてください。 

   ※申請情報の検索については６章（３）「③申請情報の検索」をご確認ください。 
 

 
  

❶ 
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②元方（元請）事業者の修正 

 

必要に応じて工事に関する基本情報を修正する。 

 

❶内容を確認し入力項目の修正をしてください。 
 

 

  

❶ 
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③請負事業者の修正 

 

必要に応じて工事に関する請負事業者の情報を修正する。 

 

❶「②請負事業者の確認」ボタンをクリックしてください。請負業者に関する事項の入力画面が表示されます。 

 

 
 

  

❶ 
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❷「工事を請け負っている事業者の一覧」が表示され請負事業者を確認できます。 

 ▼ をクリックすると「工事を請け負っている事業者の一覧」を折りたたむことができます。 

 

 
 

 
  

❷ 
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■請負事業者を追加、編集する場合 

❸請負事業者の追加の場合は「＋請負事業者の追加」ボタン、修正の場合は「選択」ボタンをクリックし、請負事業者情報を入

力してください。 

 

 
 

  

❸ 
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※「＋請負事業者の追加」ボタン、や「選択」ボタンをクリックすると、請負事業者情報を入力するフィールドが表示されます。 
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❹請負事業者情報の入力後、「一覧に保存する」ボタンをクリックしてください。 

請負事業者情報は最大 100 件登録することができます。 
 

 
 

■請負事業者を削除する場合 

❺該当事業者の「削除」ボタンをクリックし、表示されたダイアログで「削除」ボタンをクリックしてください。 
 

 
 

 
  

❺ 

❺ 

❹ 
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④事前調査結果の修正 

 

必要に応じて工事に関する事前調査結果の情報を修正する。 

 

❶「③事前調査結果の確認」ボタンをクリックしてください。事前調査結果の入力画面が表示されます。 
 

 
 

  

❶ 
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❷すべての建材の入力項目が展開された状態で表示されます。 ▼ をクリックすれば折りたたむことが出来ます。必要に応じて表示

を切り替えて入力又は修正してください。 

※想定されるケース毎に入力例を記載しています。４章（３）「④事前調査結果の入力」をご確認ください。 

※工事対象ではない建材については入力不要です。 

 
 

  

❷ 
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※石綿含有の有無の選択によって入力必要箇所が白背景に変更されます。灰色背景は入力不可項目です。 

 

 
 

⑤変更内容の確認 

 

❶「④変更申請（確認）」ボタンをクリックしてください。 
 

 
 

※入力内容のチェック処理が実行され以下のいずれかの処理へ移ります。 

・エラーが無い場合は❷へ進みます。 

・エラーはないが注意喚起項目がある場合は７章（３）「⑦注意喚起メッセージについて」へ進みます。 

・エラーが存在する場合は、エラー項目のある下記のいずれかの入力画面へ遷移するので、エラー項目を修正してください。 

７章（３）「②元方（元請）事業者の修正」 

７章（３）「③請負事業者の修正」 

７章（３）「④事前調査結果の修正」 

 

  

❶ 

❷ 
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❷「変更申請内容確認」画面では、①～③の画面で入力した情報が一覧表示されるので、入力内容を再確認してください。修

正の必要がある場合は、以下のボタンをクリックして①～③の画面で申請情報を修正し再度「④変更申請（確認）」ボタンを

クリックしてください。 

①元方（元請）事業者の確認 

②請負事業者の確認 

③事前調査結果の確認 
 

 
  

❷ 

入力内容を確認し、誤りがなければ画面最下部の「変更を申請する」ボタンをクリックしてください。 
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※「請負事業者に関する事項」は折り畳まれた状態表示されます。 

入力内容を確認する場合は ▲ をクリックしてください。 ▼ をクリックすると再び折り畳むことができます。必要に応じて表示を

切り替えてください。 
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❸入力内容に問題がない場合は、ページ下部の「変更を申請する」ボタンをクリックしてください。 

ダイアログが表示されますので、「申請する」ボタンをクリックし、７章（３）「⑧申請情報の修正完了」へ進みます。 
 

  
 

 
 

⑥入力エラー項目について 

 

「④変更申請（確認）」ボタンのクリック時、入力内容のチェックを行いエラー検出時は、エラー項目のある画面へ遷移しエラーメッ

セージを表示します。メッセージに沿って修正してください。なお、エラーがある場合は申請できません。 

詳細は１章（４）「⑤入力エラー」をご確認ください。 

入力形式のチェックは以下ボタン押下時にもチェックされ、エラーがある場合は画面遷移できません。 

「①元方（元請）事業者の確認」 

「②請負事業者の確認」 

「③事前調査結果の確認」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸ 

❸ 
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⑦注意喚起メッセージについて 

 

「④変更申請（確認）」ボタンのクリック時、申請情報の入力内容によっては入力内容の確認を促す注意喚起メッセージが表示

されることがあります。 

そのままの入力内容で申請することはできますが、必要に応じて入力情報を修正してください。詳細は１章（４）「⑥注意喚起メ

ッセージ」を参照してください。 

 

※入力内容に問題がない申請でも注意喚起メッセージが表示される場合があります。再度確認を促す観点から表示するものです

ので、入力内容に問題がない場合には、そのまま申請を完了ください。 

 

⑧申請情報の修正完了 

 

「変更を申請する」ボタンをクリックすると、完了画面（本画面）が表示され申請情報の修正が完了します。 

 

 
  



７章 申請情報の編集  

112 

 

 

修正登録完了にあわせて下記メールが送られてきます。 

※送信メール例 

差出人：石綿事前調査結果報告システム<info@mail.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp> 

宛先 ：＜新規申請で登録されたメールアドレス＞ 

件名 ： 【石綿事前調査結果報告システム】申請受付完了通知メール（更新：[9999999999]） 

本文 ： 

[元方事業者の名称] [元方代表者氏名] 様 

 

 石綿事前調査結果報告システムへの更新を受け付けました。 

  

 ・申請番号 

  [9999999999] 

   

■注意事項 

 ・このメールは石綿事前調査結果報告システムから自動的に送信されています。 

 ・このメールのメールアドレスは送信専用のため、返信できません。 

 ・登録内容については、申請一覧画面にてご確認をお願いいたします。 

  

以上、よろしくお願いいたします。 

 

 

事前調査結果の入力で吹付け材,保温材,煙突断熱材,屋根用折版断熱材,耐火被覆材（吹付け材を除き、けい酸カルシウ

ム板第２種を含む。）の石綿含有の有無を有または、みなしにした場合 

※送信メール例 

差出人：石綿事前調査結果報告システム<info@mail.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp> 

宛先 ：＜新規申請で登録されたメールアドレス＞ 

件名 ： 【石綿事前調査結果報告システム】申請受付完了通知メール（更新：[9999999999]） 

本文 ： 

[元方事業者の名称] [元方代表者氏名] 様 

 

 石綿事前調査結果報告システムへの更新を受け付けました。 

  

 ・申請番号 

  [9999999999] 

   

■注意事項 

 ・このメールは石綿事前調査結果報告システムから自動的に送信されています。 

 ・このメールのメールアドレスは送信専用のため、返信できません。 

 ・登録内容については、申請一覧画面にてご確認をお願いいたします。 

・なお、吹付石綿、石綿含有保温材、耐火被覆材等の除去・封じ込め・囲い込みを行う場合には、本報告とは別に、 

計画届（労働基準監督署）及び特定粉じん排出等作業実施の届出（都道府県等）も必要となりますので忘れずに 

ご提出ください。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

 


